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北海道創生・地方分権改革の推進 

 
（各府省） 

【現状・課題】 
全国を上回るスピードで人口減少が進行している本道において、地域の個性

を生かしながら、持続可能な経済社会を構築していくためには、地方創生の取
組を着実に推進していくことが必要である。 
また、地方分権改革の推進に当たっては、国と地方の役割を徹底して見直す

ことを基本とし、役割分担に見合った財源確保などについて、地方の声を十分
に聞きながら取り組む必要がある。 

 
【提案・要望事項】   

(1)地方創生の着実な推進のための財源確保（内閣官房、内閣府、総務省） 

(2)デジタルの活用を通じた地域活性化のための財源確保（内閣官房、内閣府） 

(3)東京一極集中是正に向けた施策の充実（内閣官房、内閣府、総務省） 

(4)地方分権改革の強力な推進と自主財源の充実・強化（各府省） 

(5)定住自立圏構想等における要件緩和及び財政支援措置の充実（総務省） 
 
【提案・要望の内容】                                                       
① 第２期戦略期間においても、地方公共団体が継続的かつ主体的に地方創生
に資する取組が行えるよう地方財政計画に計上された｢まち･ひと･しごと創生
事業費｣を拡充・継続すること。 

   地方創生推進交付金及び拠点整備交付金については、必要額を継続的に確
保し、採択要件の緩和や対象経費等の拡大など、より弾力的で柔軟な制度運
用を図るとともに、地方創生推進交付金の地方負担分に対しては、事業費に
応じた交付税措置を引き続き講じること。 

   また、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）については、制度内容や
活用事例等の広報を強化するとともに、企業と地方公共団体とのマッチング
機会を充実するなど寄附文化の醸成に向けた環境整備を図ること。 
   

② デジタル田園都市国家構想推進交付金については、地方公共団体が地域の
特性やニーズに応じた取組を進められるよう、採択要件の緩和など、より弾
力的で柔軟な制度運用を図るとともに、必要額を確保するなど財政支援を継
続的に行うこと。 

 
③ 感染症の拡大を契機とした地方移住への関心の高まりを、「転職なき移
住」など、東京圏から地方へのひとの流れにつなげ、より大きなものとして
いくため、移住施策やＵＩターンの取組への支援を充実するとともに、「関
係人口」の創出・拡大に向けて、地方創生テレワークやワーケーションの推
進に係る支援や更なる機運の醸成を図ること。 

 
④ 地方分権改革の推進に当たっては、国と地方の役割分担を見直し、地方の
声を十分反映しながら、国から地方への事務・権限、財源の移譲を一体的に
進めるとともに、円滑に事務・権限が移譲されるための措置を講じること。 

   また、財源については、税源の偏在を踏まえた上で、税財源を抜本的に地
方に移譲し、地方の自主財源の充実・強化を図ること。 
   

⑤ 定住自立圏構想や連携中枢都市圏構想の活用に向け、定住自立圏の中心市
及び連携中枢都市の要件を緩和するとともに、圏域を構成する市町村に対す
る十分な財政支援を行うほか、広域連携に取り組む市町村を支援する都道府
県に対する財政支援措置を講じること。 
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地方行財政の安定的な運営の確保・充実 

 

（総務省） 

【現状・課題】 

全ての地方公共団体が人口構造の変化に対応しつつ、きめ細かな行政サービ
スを安定的に提供するためには､行財政基盤の確立が極めて重要であることか
ら､地方税財源の確保・充実を図り、持続可能な財政構造を構築する必要があ
る。 

 
【提案・要望事項】   

(1)地方交付税をはじめとする一般財源総額の確保（総務省） 

(2)地方税財源の確保・充実（総務省） 

(3)地方交付税の財政調整機能の強化等（総務省） 

(4)夕張市の財政再建と自立に向けた地域再生への支援（総務省） 
 
【提案・要望の内容】                                                       
① 安定的な行財政基盤を確立し、地域の実情に沿ったきめ細やかな行政サー
ビスを担うことができるよう、地方交付税の法定率の引上げなどにより、必
要な一般財源の総額を確保すること。 

 
② 引き続き、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取
り組むこと。 

   なお、ゴルフ場利用税は道及びゴルフ場所在市町村にとって貴重な財源で
あること、また、電気供給業等に対する法人事業税の収入金額課税制度は道
にとって安定した税収であることから、これらの現行制度を堅持すること。 

 
③ 基準財政収入額の算定における留保財源率を引下げ、財源保障範囲を拡大
するとともに、人口の低密度化と地域偏在が急速に進行する中にあっても必
要な財源が確保できるよう、面積的要素に関する基準財政需要額を充実する
方向で見直し、地方交付税の財政調整機能の十分な発揮を図ること。 
また、財政運営の安定性を高めるため減収補塡債の対象を拡大すること。 

 
④ 財政再生団体である夕張市が、必要な住民サービスを確保しながら、財政再
建と地域再生の両立が図られるよう、国の財政支援等を拡充すること。 
また、令和８年度に再生振替特例債の償還が終了することを踏まえ、実質的

な財政状況を勘案した、財政再生計画期間の弾力的な運用を行うこと。 
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過疎、離島など条件不利地域の振興対策の推進 

 

（内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省） 

【現状・課題】 

過疎地域、離島地域などの振興を図るため、地域の実情や課題等に即したき
め細かな対策や支援の充実・強化が必要である。 

 
【提案・要望事項】   

(1)過疎対策事業債の必要額の確保等（総務省） 

(2)離島における航路・航空路に係る運賃等の低廉化及び物流コスト対策

等の充実・強化（内閣府、経済産業省、国土交通省） 

(3)集落対策支援の強化（総務省） 
 

【提案・要望の内容】                                                       

① 過疎地域の振興には、地域経済の確立、生活基盤の確保、教育環境の整備
などへの積極的な対応や地域力の強化に取り組むことが重要であり、財政基
盤の脆弱な過疎市町村の事業実施に支障をきたさないよう過疎対策事業債の
確保などの充実・強化を図ること。 
   

② 農林水産物の需要減少、価格下落、原油価格の高騰等に対応するための輸送
コスト支援事業の特例的な交付率の嵩上げなど、離島地域の振興のための離
島活性化交付金及び特定有人国境離島地域社会維持推進交付金等の財政支援
制度の充実・強化を図ること。 
また、離島住民の運賃の低廉化及び生活必需物資・特産品の搬出入に要する

輸送コストを軽減するためのカーフェリー運賃に対する助成制度の創設や、
離島航路・航空路の整備を図るための新法の制定など国による交通対策の充
実・強化を進めるとともに、離島において割高となっている各種燃料価格の
低廉化を図ること。 

   
③ 道内の集落では、小規模化や高齢化が進行し、地域の活性化を担う人材の
不足や、商店といった日常生活に必要な施設の利用環境の悪化が進むなど、
様々な課題が複雑化・多様化しており、集落の実情等に即した具体的対策が
一層重要になっていることから、集落の維持や住民生活の確保、集落対策に
取り組む人材の育成・確保等について、総合的な見地から支援策を強化する
こと。 
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道内産炭地域の振興に向けた取組等の推進 

 

（経済産業省） 

【現状・課題】 

国内唯一の坑内掘炭鉱を活用した「産炭国に対する石炭採掘・保安等に関す
る技術移転等事業」は、我が国への海外炭の安定供給の確保に貢献しており、
今後も円滑な事業の実施と継続が必要である。 
道内石炭資源の有効活用を視野に入れたクリーンコール技術開発の推進、石

炭地下ガス化や炭層メタンガスの活用に向けた取組への支援が必要である。 
また、現在国において進められている非効率石炭火力のフェードアウトに向

けた検討については、道内で生産される石炭は主に火力発電所に供給されてお
り、検討結果が道内石炭関連事業者に与える影響は大きい。 

 
【提案・要望事項】   

(1)炭鉱保安技術等の海外移転に向けた取組の継続（経済産業省） 

(2)道内石炭資源の有効活用を視野に入れたクリーンコール技術開発の 

推進等（経済産業省） 

(3)非効率石炭火力のフェードアウトに向けた検討にあたっての配慮 

（経済産業省） 
 
【提案・要望の内容】                                                       
① アジア地域を中心とした、炭鉱技術者の受入、派遣研修等を行う「産炭国
に対する石炭採掘・保安等に関する技術移転等事業」について、道内産炭地
域の振興や対象国のニーズ等を踏まえ、事業継続と必要な予算の確保を図る
こと。 
また、従来の石炭採掘・保安・管理技術を中心とした研修に、石炭の利用

技術や環境対策技術などの研修を加え、地元火力発電所と連携した研修とし
て充実を図るとともに、令和３年度から実施している「石炭採掘後の坑内埋
め戻し技術の開発等」に関する取組に対し、必要な支援を継続すること。 
   

② 道内石炭資源の活用を視野に入れた石炭ガス化燃料電池複合発電技術や、
その過程から生成される二酸化炭素の分離回収技術など、クリーンコール技
術開発を推進すること。 

   また、石炭地下ガス化や炭層メタンガスの産業分野や公共施設での電力、
燃料としての活用に向けた、エネルギーの地産地消につながる取組への支援
を行うこと。 

 
③ 非効率石炭火力のフェードアウトの検討に当たっては、電力の安定供給が 
損なわれないよう現実に即した対応を行うとともに、石炭火力に道内炭を活
用しているという本道の地域特性や立地地域等の雇用、経済への影響などに
ついても、十分配慮しながら進めること。 
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産炭国に対する石炭採掘・保安等に関する技術移転等事業について

石炭採掘後の坑内埋め戻し技術の開発等について

道内石炭の有効活用について

釧路火力発電所計画の概要※

・事業所所在地……釧路市興津1丁目14番 ・発電容量……11万２千ｋＷ
・発電燃料……石炭（約20～25万トン／年）＋木質バイオマス混焼 ・運転開始……2020年12月

道内の石炭資源の活用に向けた取組※
＜石炭地下ガス化＞ ＜炭層メタンガス＞

・地下にある石炭層を燃やして熱を発生させ、その熱で ・石炭層に含まれる炭層メタンガスを取り出しエネル
石炭をガス化してエネルギーとして利用する取組。 ギーとして利用する取組。

■ 実施主体
釧路コールマイン(株)

■ 背景 ＜産炭国のニーズ＞
・産炭国における軟弱天盤、ガス湧出、高地圧等に耐えうる生産・保安技術
・火力発電所から排出される石炭灰のリサイクルの促進
・石炭消費に伴い発生するCO2の大気中への排出抑制
■ 目的
現在、火力発電所などから排出される石炭灰を用いて行っている石炭採掘後の坑内埋め
戻しに関し、石炭灰にCO2を混合し地下に密閉する技術の確立
■ 概要
石炭灰中のCa、Mg等とCO2を反応させ炭酸塩鉱物化することによる充てん強度の向上、
CO2が漏出しない密閉技術などの確立に向けた実証事業
■ 効果
・採掘後の地盤沈下等炭鉱特有の災害防止
・石炭火力発電に伴い発生する石炭灰の有効活用及び大気中へのCO2の排出抑制
（釧路火力発電所排出のCO2と石炭灰の有効活用を視野）

■ 全体スケジュール（想定）
・令和3年度 液化CO2タンクと気化器の整備、室内実験、簡易坑内試験
・令和4年度 炭酸水製造装置の整備、室内実験、各種坑内試験
・令和5年度 泡化水製造装置の整備、室内実験、各種坑内試験
・令和6～7年度 炭酸塩鉱物化の坑内埋め戻し実証試験

■ 事業目的・概要
アジア地域を中心とした産炭国への石炭採掘・保安技術の移転協力を行うことで、産炭国の

石炭生産効率の向上及び生産量の拡大や産炭国におけるCO2排出量の抑制を図るとともに、
産炭国との重層的な協力関係を強化し、ひいては我が国への海外炭の安定供給を確保します。

■ 国内受入研修事業
産炭国の炭鉱技術者を国内に受け入れ、実際に炭鉱現場等において日本の優れた石炭採
掘・保安技術等を直接指導する等の研修を行います。

■ 海外派遣研修事業
我が国の炭鉱技術者を産炭国へ長期間派遣し、現場に即した技術指導を行います。

■ 石炭採掘技術等に関する新たな取組への支援
産炭国等におけるニーズを踏まえ、石炭採掘技術等に関する新たな取組（石炭採掘後の坑

内埋め戻し技術の開発等）への支援を行います。

■ 成果目標
産炭国への高度な採掘・保安技術の習得支援を通じて、2030年度における我が国の石炭の

自主開発比率60％を目指します。

釧路火力発電所計画の概要※

・事業所所在地……釧路市興津1丁目14番 ・発電容量……11万２千ｋＷ
・発電燃料……石炭（約20～25万トン／年）＋木質バイオマス混焼 ・運転開始……2020年12月

道内の石炭資源の活用に向けた取組※
＜石炭地下ガス化＞ ＜炭層メタンガス＞

・地下にある石炭層を燃やして熱を発生させ、その熱で ・石炭層に含まれる炭層メタンガスを取り出しエネル
石炭をガス化してエネルギーとして利用する取組。 ギーとして利用する取組。


